
公 立 は こだ て 未 来 大 学 海 外留 学 助 成 金 交 付 要綱  

 

（趣 旨）  

第１ 条  この 要綱 は， 公立 はこ だて 未来 大学 が学 術交 流協 定を 締結 して

いる 海外 の大 学等（以 下「協 定締 結 校 」と い う 。）に 留学 する 本学 の学

生に 対し て， その 留学 費用 の一 部を 助成 する ため ，助 成金 の交 付に 関

し必 要な 事項 を定 める もの とす る。  

（対 象者 ）  

第２ 条  助成 金の 交付 の対 象と なる 者 は ，公 立は こだ て未 来大 学学 生の

留学 およ び外 国人 留学 生の 受入 れに 関す る規 程（ 以下 「留 学等 規程 」

とい う。）第 ６条 に基 づき ，学 長か ら留 学の 許可 を得 た者 のう ち，留学

期間 が原 則３ か月 以上 の者 とす る。 ただ し， 専ら 外国 語の 修得 を目 的

とす る留 学は 対象 とし ない 。ま た， 留学 中の 者や 既に 留学 を終 了し た

者は 対象 とし ない 。  

２  助成 金の 交付 は， 学部 およ び大 学院 を通 して ，一 人１ 回と する 。  

（助 成金 の額 ）  

第３ 条  予算 の範 囲内 で次 の経 費を 助成 する こと とし ，一 人に つき 15 

 万 円を 交付 する もの とす る。  

 (1) 協定締 結校 との 往復 渡航 費  

 (2) 海外留 学保 険加 入 料  

（募 集）  

第４ 条  前条 の助 成金 の交 付を 受け よう とす る者 は， 別に 定め る申 込書

を事 務局 に提 出し なけ れば なら ない 。  

２  募集 は５ 月１ 日 か ら５ 月３ １日 まで の期 間内 で実 施す るも のと する 。 

３  前項 の期 間内 で募 集し 次条 に規 定す る選 考を 実施 して も定 員に 達し

ない 場合 や特 別な 必要 があ る場 合 は ，前 項に 規定 する 期間 を変 更ま た

は別 の期 間に 再度 募集 する こと がで きる 。  

 （ 選考 およ び決 定）  

第５ 条  理事 長は ，前 条の 申込 書の 提出 があ った とき は， 留学 等規 程第  

 ５ 条に 基づ く留 学願 い出 書等 の提 出書 類を もと に， 海外 留学 助成 選考  



 委 員会 での 選考 を経 て， 交付 を決 定す る。  

 （ 交付 の取 消し 等）  

第６ 条  理事 長は ，留 学の 取り 止め や留 学期 間， 留学 目的 に変 更が あっ  

 た 場合 等は ，助 成金 の 交 付を 取り 消す こと がで きる 。  

２  理事 長は ，虚 偽そ の他 不正 の手 段に より 助成 金の 交付 を受 けた 者が  

 あ ると きは ，そ の決 定を 取り 消す もの とす る。  

３  理事 長は ，前 ２項 の規 定に より 助成 金の 交付 を取 り消 した 場合 にお  

 い て， 現に 助成 金の 交付 を受 けて いる とき は， その 返還 を求 める こと  

 が でき る。  

４  前３ 項に おけ る助 成金 の交 付の 取消 し， 返還 にあ たっ ては ，海 外留  

 学 助成 選考 委員 会に お い て審 議す るも のと する 。  

 （ 海外 留学 助成 選考 委員 会）  

第７ 条  海外 留学 助成 選考 委員 会は ，次 に掲 げる 委員 で組 織す る。  

 (1) 理事長 ，副 理事 長， 理事 （副 学長 ）  

 (2) 事務局 長， 企画 総務 課長 ，財 務・ 研究 支援 課長 ，教 務課 長  

 (3) 学術連 携室 長  

２  理事 長は ，選 考に あた って 必要 のあ る場 合は ，委 員以 外の 者に 参加  

 を 求め ，意 見を 聞く こ と がで きる 。  

 （ 調査 ）  

第８ 条  理事 長は ，助 成金 の適 正な 活用 を図 るた め， 交付 を受 けた 者に  

 対 して 交付 要件 等の 確 認 に必 要な 書類 等の 提出 を求 める こと がで きる 。 

 

   附  則  

 こ の要 綱は ，平 成３ １年 ４月 ２２ 日か ら施 行す る。  

 

 


